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川口市立医療センター自動販売機設置運営 仕様書 

 

 この仕様書は、川口市立医療センター自動販売機設置運営の大概を示すものであり、こ

の仕様書に記載の無い事項については、職員、患者等の快適な生活を送るための一助とし

て、信義誠実の原則に従い事業を実施するものとする。 

 

１ 件  名 川口市立医療センター自動販売機設置運営 

（行政財産目的外使用許可） 

 

２ 許可期間 令和６年１０月１日から令和１１年９月３０日 

 ※許可申請は年度毎に行う（初年度は、令和７年３月３１日まで）。 

ただし、期間内の許可内容・条件等に反する行為があった場合、または

公用、公共用に供するため使用許可物件を必要とする場合、許可の取り

消し又は変更することとする。 

 

３ 病院概要 

(1)施 設 名 川口市立医療センター（埼玉県川口市西新井宿 180） 

(2)病 床 数 510 床（一般病床：485 床、特定病床：救命救急病床 8 床、新生児特定集

中治療室：9 床、ICU・CCU：8床） 

(3)患者規模 

 令和５年度 令和４年度 令和３年度 

延入院患者数 142,494 人 138,248 人 141,612 人 

1 日平均入院患者数 389.3 人 378.8 人 388.0 人 

1 日平均外来患者数 988.2 人 995.7 人 1021.9 人 

１日平均面会者数 

※面会再開後のみ集計 
343 人 ― ― 

職員数 約 1,000 人（常駐委託職員含む） 

 (4)診 療 日 第２・４土曜日、日曜祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く毎日 

(5)診療時間 ８時３０分から１１時００分まで 

 (6)面会時間 １４時００分から２０時００分まで 

 (7)そ の 他 １階に売店、コーヒー店あり 
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４ 対象自動販売機 

(1)台  数  １６台。詳細は、別紙「物件一覧表」を参照。 

(2)場所・規格  別紙「配置図」を参照。 

 

５ 運営・設置条件 

 (1)販売品目・価格について 

  ア 販売物は原則として清涼飲料水とし、アルコール等、当院の運営方針にそぐわな

いものの販売を禁止する。ただし、栄養調整食品等の固形食品については、販売を

許可する。販売可能な品目等、詳細は、別紙「物件一覧表」を参照すること。 

 イ 可能な限り、設置する自動販売機メーカー、販売物が重複しないよう努めること。 

ウ 設置決定後、販売品目の要望を行う場合があるため、柔軟に対応が可能であるこ

と。 

  エ 別紙「物件一覧表」のグループＡ・Ｅについては、メーカー希望販売額から30円

引いた販売価格とすること。 

  オ 別紙「物件一覧表」のグループＥについては、菓子等の食品を含むこと。 

  カ 別紙「物件一覧表」のグループＧについては、４台とも同一の自動販売機を設置

することとし、また、車椅子等の利用者に配慮した機器であること。 

  キ 営業許可等を必要とする品目を販売する場合は、関係機関への届出等を行うこと。 

(2)災害時の提供方法について 

  ア 設置する自動販売機は、災害時に自動販売機内の在庫を無償で提供可能な機能を

有するものとし、別途「災害時飲料水提供に関する協定書」を締結すること。 

  イ 災害時の無償提供方法について、マニュアルもしくはそれに準ずるものを提出す

ること。 

 (3)転倒防止機能について 

  ア 基準に則り、転倒防止等の安全措置を行うこと。 

 (4)省エネ機能について 

 ア LED照明の採用、ヒートポンプ機能を有する等、最大限、省エネに配慮された自動

販売機であること。 

(5)在庫補充、ゴミ回収、清掃、その他メンテナンスについて 

ア 定期的に販売物の補充をし、在庫管理を行うこと。 

イ 販売物の種類に応じた回収箱を自動販売機周辺に設置し、定期的にゴミ回収を行

うこと。汚れが著しい場合などは回収BOXの清掃も行うこと。なお、１階イートイン

コーナーの回収箱は、当院にて１か所用意するが、ゴミ回収、清掃については、設
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置業者による共同運用とする。事業者決定後に、当院にて作成する、別紙「【参考】

ゴミ回収・清掃ローテーション表」に従い、作業を行うこと。 

ウ 定期的にメンテナンスを行い、特に故障時のメンテナンスは迅速に対応すること。 

エ 在庫補充やメンテナンス作業時等は、当院の指定する停車場所、経路等に従い、

入館する際は、必ず防災センターにて入館手続きを行うこと。また、作業員は、入

館の際、感染防止のためマスクをし、身だしなみにも十分留意すること。 

 (6)故障、クレーム等について 

  ア 設置する自動販売機には、販売管理者の表示を行い、電話番号等問い合わせ先を

必ず明記すること。 

  イ 利用者からの問い合わせ、クレームは、設置事業者との間で直接行うこと。 

  ウ その他、緊急時（休日、夜間等）の連絡先を当院へ提示すること（自動販売機へ

の表示は不要）。 

 (7)提案使用料率、支払について 

  ア 提案使用料率は、希望する自動販売機分類番号毎に、１ヵ月の売上額に対する割

合で提案するものとする。なお、提案使用料率は整数とする。 

イ 提案使用料率のうち、最高値を最高点（４０点）とする。最高値の使用料率から

１％減少するごとに最高点から２点ずつ減点していくもの。最低点は０点とし、マ

イナスにはならない。 

ウ 最低使用料率の設定はしない。 

エ 現行使用料率との差は、採点に影響しない（現行使用料率…15.0％～55.2％）。 

オ 販売品に食品を含む場合に、飲料と使用料率が異なる場合は、提案書余白に別途

記載すること。 

カ 光熱水費は当院負担とするため、それを見込み、使用料率を設定すること。 

キ 使用料の支払いは、「売上総額（税込み）×使用料率」とすること。 

ク 月末締め翌月払いとし、翌月１０日までに売上実績報告をすること。 

ケ 許可を得た事業者が、直接当院に支払い手続きを行うこと。 

 

６ 設置場所の決定方法 

 (1)別紙「物件一覧表」に記載の７つのグループ毎に選定を行う。 

(2)グループＡについては、希望順位を提示し、採点結果の高い順番に希望上位の設置場

所に決定する。なお、多種多様な販売が可能となるよう、同一グループにおいて、同

一事業者が設置することはできない。ただし、複数の自動販売機メーカーの提案が可
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能な事業者においては、その限りではない。 

(3)グループＧについては、１事業者のみの選定とし、同一の自動販売機を設置すること。 

 (4)選定の結果、望まない設置場所となった場合でも、辞退することはできない。 

 

７ 業者決定後の留意事項 

(1)入替作業について 

ア 当院の指定する日時及び経路にて、入替作業を行うこと。上記グループＡ、Ｅに

ついては、９月３０日（月曜日）の２０時から撤去開始、２１時から搬入開始を予

定しており、その他については業者決定後に別途、協議を行うもの。 

イ 入替にあたっては、当院の指定する停車場所、経路等に従うこと。また、設置業

者間で調整を行い、円滑な入替に努めること。 

 (2)当院の点検等について 

  ア 病院からの要請に基づく、電気設備点検（停電を伴う）及びその他の点検、施設

の修繕、改修工事等には全面的に協力すること。 

 

８ その他 

(1)運営する権利を第三者に譲渡することを禁止する。 

(2)病院所有の備品等の利用は禁止とし、施設、設備等を損傷した場合は、賠償すること。 

(3)期間満了等により業務を終了したときは、原状回復すること。 

(4)使用許可期間中の、天災、人災等による施設の休止、廃止等、自動販売機設置の継続

が困難な場合においても、当院に対し、損害賠償等の請求は行えないものとする。 

(5)本仕様書に記載されていない事項は、双方誠意を持って協議し定めることとする。 



物件一覧表

設置場所 大分類
個別番

号
販売可能種目 自動販売機寸法

令和5年度
売上本数

備考

① ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅140cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 33,874 本 メーカー希望販売価格から30円引きとすること

② ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅120cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 21,062 本 メーカー希望販売価格から30円引きとすること

③ ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅120cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 9,841 本 メーカー希望販売価格から30円引きとすること

④ ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅100cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 8,522 本 メーカー希望販売価格から30円引きとすること

⑤ ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅105cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 21,293 本
メーカー希望販売価格から30円引きとすること

パック飲料を含むこと

⑥ ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅105cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 11,145 本 メーカー希望販売価格から30円引きとすること

Ｂ ⑦ 紙コップ 幅100cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 4,631 本

⑧ ビン・缶・ペットボトル、紙パック 幅120cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 8,671 本

⑨ ビン・缶・ペットボトル、紙パック 幅120cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 8,671 本

正面玄関入口脇 Ｄ ⑩ ビン・缶・ペットボトル、紙パック 幅120cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 －

外来棟3階医局前 Ｅ ⑪ ビン・缶・ペットボトル、紙パック・食品 幅140cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 5,679 本

利用者、職員のみ。

販売品に食品（菓子）を含むこと。

メーカー希望販売価格から30円引きとすること。

立体駐車場1階出入口 Ｆ ⑫ ビン・缶・ペットボトル、紙パック 幅140cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 9,326 本

病棟デイルーム
（４階～７階）

Ｇ ⑬～⑯ ビン・缶・ペットボトル、紙パック 幅120cm以内×厚さ80cm以内×高さ180cm以内 －

1事業者の選定とする。

4台とも同一の自動販売機とすること。

車いす等の利用者に配慮した機器であること。

1階イートインコーナー

Ａ

バス停前待合スペース Ｃ



⑦

①
②
③
④

X線TV室

受付 診察室
内視鏡室
１

内視鏡室
２

内視鏡室
３

１２
ＭＲＩ

１１
ＴＶ室

誘発
検査室

心エコー室

⑤ ⑥

泌尿器科
１４
血管撮影

１３
血管撮影室

読影室

１０
撮影室

診察室 ８
超音波

整形外科

内科処置室

７
ＣＴ

6
ＣＴ

５
撮影室

３
撮影室

２
撮影室

１
撮影室

負荷心電図室

心電図室

採血室
採尿室

救命救急センター

救

命

救

急

セ

ン

タ

ー

受

付

夜

間

外

来

受

付

脳波
準備
室

呼吸機能
検査室

防災センター 第１
脳波室

第２
脳波室

⑧
～

⑩

タリーズコーヒー

脳神経外科 精神科
エレ
ベーター

エレ
ベーター

総合
案内

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

医事課

新患

会計

患者支援センター

エレ
ベーター

心臓外科
循環器科

内科

【1台の横幅】

①　　…140cm以下

②・③　…120cm以下

④　　…100cm以下

⑥　… 90cm以下

⑦　…100cm以下

バ
ス
停

⑧～⑩　…120cm以下⑤　…120cm以下

１階　イートインコーナー

⑧・⑨105㎝以下

105㎝以下

⑧
⑨

⑩

⑩　　 …120㎝以下

①　　　…140㎝以下　　⑤　…105㎝以下　　⑧・⑨　…120㎝以下
②・③　…120㎝以下　　⑥　…105㎝以下　　⑩　　　…120㎝以下
④　　　…100㎝以下　　⑦　…100㎝以下

【配置図】



１階イートインコーナー拡大図
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【配置図】



バス停前拡大図

【1台の横幅】
　　⑧・⑨　　　120㎝以下
　　

⑧　　　　　　⑨

医療センター外壁

←グリーンセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正面玄関→

【配置図】



医　局

⑪
医　局

講　堂

３階　医局前

【1台の横幅】

⑪　…140cm以下

【配置図】
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【1台の横幅】

⑫　…140cm以下

【配置図】



４～７階　デイルーム

【1台の横幅】
　　⑬～⑯　　　120㎝以下
　　

⑬～⑯

※設置場所は各階毎で調整

【配置図】



【参考】ゴミ回収・清掃ローテーション表

月 担当事業者

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

Ｅ社

Ｆ社

１階イートイン内自動販売機　ごみ回収ローテーション表
※2024年10月～

A社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社


